
Ⅰ　企業情報

令和2年4月1日現在

(１)　名　称

(２)　所在地

(３)　代表者氏名

(４)　設立年月日

(５)　資本金等

(６)　従業員数

(７)　ホームページ

(８)　保有施設数（企業数）

　　（グループ企業を含む）

（参考）運搬会社：　　社

(９)　汚染土壌処理に関する問い合わせ先

○ －御坊サイクルセンター － － － －

部　　署：関東営業部　

担当者名：　石山　和城　

TEL：03-6433-3075

FAX：03-3450-3131

E-mail：ishiyama8145@dinsgr.co.jp

－

和泉リサイクルセンター － － － － ○ －

三木リサイクルセンター － － － － ○

948名　(正社員数)

https://www.dinsgr.co.jp/
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9,000万円

大栄環境株式会社

大栄環境株式会社

大阪府和泉市テクノステージ二丁目3番28号

代表取締役　金子　文雄

昭和54年10月17日
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Ⅱ　その他全施設共通項目

１．汚染土壌管理票の保管

２．定期測定実施状況

３．適正処理の推進

　土壌汚染対策法や汚染土壌の処理業に関するガイドラインには記載されていないことで、

適正処理確保のために独自に取り組んでいること。

(１)　測定頻度について
　　*該当しない場合無記入で
可

処理施設からの排出水：　１年　　に１回以上
周縁の地下水：　　３か月　　に１回以上
*排出口からの大気有害物質：　　　　　に１回以上

(２)　測定対象について
①     法対象、法対象外案件を問わず実施している。
②     法対象のみ定期測定の対象としている。
③     その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(３)　測定項目について
①　全て法に規定される項目で測定している。
②　法対象のみ法に規定される項目で測定している。
③     その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

管理票の保管期間について

① 　　法対象外も含め、全て５年間保管している。
②     法対象は５年、法対象外は　　　年間保管している。
③     法対象外案件は保管しない。（返送確認後、処分）
④     その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）


